
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
警
察
本
部
暴
力
団
対
策
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　

条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
宮
城
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
危
機
対
策
課
）　

　

二

〇
宮
城
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

二

〇
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

二

〇
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
条
例 

（
国
保
医
療
課
）　

　

三

 
条

例

　

暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　

暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
三
十
二
条

の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
一
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
」
を
「
平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
二
号

　
　
　

県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
税
減
免
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
十
四
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
六
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
又
は
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
中
第
六
条
第
十
四
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、
附
則

第
十
六
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
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企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
百
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号

　
　
　

宮
城
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
並
び
に
指
定
公
共
機
関
」
を
「
、
指
定
公
共
機
関
」
に
改
め
、「
職
員
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ

る
委
員
」
の
下
に
「
並
び
に
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
」

を
加
え
、「
三
十
人
」
を
「
四
十
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
指
定
公
共
機
関
」
を
「
、
指
定
公
共
機
関
」

に
改
め
、「
職
員
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
」
の
下
に
「
並
び
に
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験

の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
新
た
に
任
命
さ
れ
る
委
員
の
任
期
の
特
例
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
任
命
さ
れ
る
宮
城
県
防
災
会
議
の
委
員

の
任
期
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
防
災
会
議
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
ま
で
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
五
号

　
　
　

宮
城
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
災
害
対
策
本
部
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
六
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
チ�
中
「
同
じ
。）（
以
下
」
を
削
り
、
同
表
第
二
号
ロ�
中
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
、
第
四

項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
、「
若
し
く
は
三
類
感
染
症
」
を
「（
結
核
を
除
く
。）、
三
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
に
、「
当
該
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
感
染
症
の
病
原
体

を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
ま
で
」
を
「
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
無
症
状
病
原
体

保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
従
事
者
が
か
か
っ
て
い
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
当
該
従
事
者
を
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号

　
　
　

介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号

　
　
　

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
五
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
七
分
の
六
」
を
「
九
分
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
七
分
の
一
」
を
「
九
分
の
三
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
に

関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
都
道
府
県
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（3）　 平成24年10月18日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第41号　　 


